
成年後見制度

● こんなときに役立つ制度です

● 制度の利用方法

□安芸高田市地域包括支援センター ☎・お太助フォン47-1132

　健康長寿課　高齢者生活支援係 ☎・お太助フォン47-1281

問

選任された「後見人」が、認知症や知的障害、精神障害などで
判断能力が不十分な方の法律行為（売買契約など）や預貯金、
不動産などの財産管理を支援できる制度です。

判断能力の程度で、後見人が行える法律
行為が区分されます。

支援者が家庭裁判所に申し立てて、後見人等が選任されることで法律行為
などが代行できます。

本人と支援者がサポート内容などを話し合い、家庭裁判所に申し立てて、
後見人等が選任されることで法律行為などが代行できます。

判断能力がすでに不十分な方へ

判断能力が不十分になった時に備え、支
援者や支援内容を自分自身で決めること
ができます。

任意後見制度

判断能力のある方が将来に備えて

1人暮らしの親が、
訪問販売で使うは
ずもない高価な品
物を買わされた。

身寄りがないので、
もしものときに信
頼できる方に委ね
られるようにしてお
きたい。

自分が亡くなった
後、知的障害のある
娘の世話を法的に
決めておきたい。

認知症の母親名義
の定期預金を解約
して本人の入院費
に使いたい。

成年後見制度とは

法定後見制度
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殴る・蹴る・激しく揺さぶる・戸外に締め出すなど

食事を与えない・ひどく不潔なままにする・
家や車内に閉じ込める・病院に連れて行かないなど

暴言・無視・きょうだい間の差別的な扱い・
子どもの前で配偶者やほかの家族に暴力をふるうなど

わいせつな行為・性関係の強要・性器を触る／触らせる・
ポルノの被写体にするなど

子育ては思い通りにならないことも多く、不安や悩みは誰にでもあります。
つらい気持ちをひとりで抱え込まず、周囲の方や相談機関に相談してください。

■ 相談専用ダイヤル【24時間対応・有料】 ☎0570-783-189
■ 子育て支援センター（子育て支援課　児童福祉係） ☎・お太助フォン47-1283
■ こども発達支援センター（未就学児のみ対象） ☎・お太助フォン47-4151
■ 健康長寿課　健康推進係 ☎・お太助フォン42-5633
■ 広島県西部こども家庭センター ☎082-254-0381
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子育てに悩んだら

ひとりで悩まず、まずは相談

虐待に関する情報提供
児童虐待かもと思ったらすぐに連絡してください
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「児童虐待」の種類

体罰ではなく、言葉や手本となる行動など、本人が理解できる
方法で、どうすればよいのかを伝えましょう。

体罰や暴言は、エスカレートして「虐待」につながる危険性が
あります。体罰が繰り返されると、子どもの心身の発達にさま
ざまな悪影響を与えます。

「体罰」と「しつけ」

□子育て支援課　児童福祉係
　☎・お太助フォン47-1283
問

身体的虐待

ネグレクト

心理的虐待

性的虐待

基本的な生活習慣やマナーなどが身に付くように
繰り返し働きかける行為しつけ

暴力や言葉の威圧で子どもを傷つける行為体　罰
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談
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児童相談虐待対応ダイヤル

☎189（無料）お住まいの地域の児童相談所につながります。
匿名での相談も可能です。 連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。
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﹂エスカレートして「虐待」に

厚生労働省
「体罰等によらない子育てを広げよう！」
パンフレット
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